
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回施行規則改正の対象となる主な南極特別保護地区・南極史跡記念物 位置図

第 29 南極特別保護地区 

ロゼラ岬 

サウス・シェトランド諸島 
ドロンニング・モード・ランド 

ランド 

マック・ロバートソン・ 

別添

第 9 南極特別保護地区 

モウ島 

第 82 南極史跡記念物（新規指定） 

南極条約記念碑及び銘板 


